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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一定の反復長で反復される加工パターンを持つウェブ（０２）の切断および／または二
次加工段（０１）への送りを行うにあたり、ウェブ（０２）は二次加工段（０１）に配さ
れた横裁ち装置（０３）で正規の製品片（０４）に切断され、非常停止を要求する信号（
Ｎ）に応じて、横裁ち装置（０３）の前方のウェブ経路に配置された第一の切断装置（０
９）により第一の自動切断が正規の切断のために定められた切断線（Ｓ）を無視して行わ
れるように構成した、ウェブの切断および／または二次加工段への送りを行うための方法
であって、
　前記第一の自動切断に続いて、前記横裁ち装置（０３）の前方のウェブ経路において、
残存しているウェブ（０２）について、横裁ち装置（０３）の動作と位相を合わせた第二
の切断（以下、見当切断という）が行われ、
　前記見当切断は、第一の切断装置（０９）とは異なる、同じくウェブ経路に配置された
第二の切断装置（０８）において、前記横裁ち装置（０３）により正規の製品片に分断す
るための位相情報を表す信号（Ｉ）によって実施されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１において、信号（Ｉ）は二次加工段（０１）の１つの胴（２２；２６；３１）
または１つの駆動装置で検知されることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１において、信号（Ｉ）は、二次加工ユニット（０１）の少なくとも１つの駆動
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装置（０７）と、この駆動装置（０７）とは機械的に独立した、二次加工ユニット（０１
）に前置された加工パターンを付与する少なくとも１つの集成装置の少なくとも１つの駆
動装置との電子的な同期を取ることにより得られることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項２または３において、信号（Ｉ）は実際の位相が所定の目標位相と一致する際の
特異信号（Ｉ）として切断装置（０８）の制御素子（４３）に出力されることを特徴とす
る方法。
【請求項５】
　請求項２または３において、信号（Ｉ）は連続した、または不連続な位相情報（Ｉ）と
して、該信号と所定の目標位相との一致を監視する制御ユニット（４３）に出力されるこ
とを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項４または５において、実際の位相と目標位相との間の一致が生じないかぎり、見
当切断は阻止されることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項４または５において、切断装置（０８）は、少なくとも実際の位相と目標位相と
の間の一致が生じないかぎり見当切断が実施されないように制御されることを特徴とする
方法。
【請求項８】
　請求項１において、横裁ち装置（０３）の前方のウェブ経路においてウェブ幅（ｂ０２
）が監視されることを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項８において、ウェブ幅（ｂ０２）の監視は越えられてはならない最大値（Ｍ）に
準拠して行われることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１において、非常停止に起因する切断装置（０８；０９）の活性化に際し、横裁
ち装置（０３）に向かう正規のウェブ経路は閉塞されることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１０において、ウェブ経路閉塞はウェブ経路に配置されたウェブ転轍装置の制御
によるか、ウェブ経路への転向板（１４）またはウェブを二次加工段（０１）に向かう経
路から排除する排除舌片（１３）の進入によって行われることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１０において、ウェブ経路閉塞は、非常停止に起因する切断用の切断装置の、ウ
ェブ経路に進入させられた刃（１１）によって行われることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項９または１０において、正規のウェブ経路の閉塞は、ウェブ幅（ｂ０２）が最大
値（Ｍ）より小さいかまたは最大値（Ｍ）に等しい場合にのみ解除されることを特徴とす
る方法。
【請求項１４】
　請求項９において、見当切断は、ウェブ幅（ｂ０２）が最大値（Ｍ）より小さいかまた
は最大値（Ｍ）に等しい場合にのみ行われることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１において、ウェブ（０２）は少なくとも見当切断が実施されるまでの間、正規
のウェブ経路から排除されることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項９において、ウェブ（０２）は、少なくともウェブ幅（ｂ０２）が最大値（Ｍ）
を上回っている間、正規のウェブ経路から排除されることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１または９において、ウェブ（０２）は、少なくとも見当切断が行われて、その
際同時にウェブ幅（ｂ０２）が最大値（Ｍ）以下となるまで、正規のウェブ経路から排除
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されることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１において、
　マシンの正常運転中、双方の切断装置（０８；０９）は非切断位置である開位置にあり
、
　非常停止に基づく信号（Ｎ）を受け取った後、第一の切断装置（０９）は切断位置であ
る閉位置に変位する一方で、第二の切断装置はさしあたり開位置に留まり、
　これにより、後続するウェブ（０２）は第一の切断装置（０９）の刃（１１）、転向板
（１４）または／および排除舌片（１３）によって正規のウェブ経路から排除され、
　続いて、ウェブ（０２）が送られ続ける間に、第二の切断装置（０８）は後置された横
裁ち装置（０３）の動作位相に合わせて閉位置に変位し、
　これにより、排除されたウェブ片（０２”）はウェブ（０２）から切り離され、
　続いて、第二の切断装置（０８）は再び開位置に変位し、
　最後に、前以て正規のウェブ経路が再び開放された後、見当に応じて切断されたウェブ
始端がウェブ（０２）の持続的送りによって二次加工段（０１）に送られることを特徴と
する方法。
【請求項１９】
　二次加工段（０１）に配されて一定の反復長で反復される加工パターンを持つウェブ（
０２）を正規の製品片（０４）に分断する横裁ち装置（０３）の前方のウェブ経路に配置
された第一の切断装置（０９）および第二の切断装置（０８）を備える、ウェブ（０２）
の切断および／または二次加工段（０１）への送りを行なうための装置であって、
　前記第一の切断装置（０９）は、非常停止用信号（Ｎ）に基づいて行う自動切断用に設
けられ、
　前記第二の切断装置（０８）には、横裁ち装置（０３）の動作位相を表す信号（Ｉ）が
供給される制御ユニット（４３）が配され、この第二の切断装置（０８）は、横裁ち装置
（０３）の動作位相を表す信号（Ｉ）により、この横裁ち装置（０３）の動作位相に合わ
せて行う見当切断用に設けられていることを特徴とする装置。
【請求項２０】
　請求項１９において、切断装置（０８）または制御ユニット（４３）は位相を検知する
検出システム（４２）と接続されていることを特徴とする装置。
【請求項２１】
　請求項２０において、検出システム（４２）は１つの胴（２２；２６；３１）または二
次加工段（０１）の１つの駆動装置に、胴（２２；２６；３１）または駆動装置の少なく
とも１つの位相を識別するように配置されていることを特徴とする装置。
【請求項２２】
　請求項２１において、検出システム（４２）は、断裁胴（２６）に回転結合されたイニ
シエータおよびそれと連携する定置センサとして構成されていることを特徴とする装置。
【請求項２３】
　請求項１９において、切断装置（０８）または制御ユニット（４３）は、二次加工ユニ
ット（０１）の少なくとも１つの駆動装置（０７）と、この駆動装置（０７）とは機械的
に独立した、二次加工ユニット（０１）に前置された加工パターンを付与する少なくとも
１つの集成装置の少なくとも１つの駆動装置との同期を取るために信号連結されているこ
とを特徴とする装置。
【請求項２４】
　二次加工段（０１）に配されて一定の反復長で反復される加工パターンを持つウェブ（
０２）を正規の製品片（０４）に分断する横裁ち装置（０３）の前方のウェブ経路に配置
された切断装置（０８）を備える、ウェブ（０２）の切断および／または二次加工段（０
１）への送りを行なうための装置であって、
　横裁ち装置（０３）の前方のウェブ経路に同一のウェブ（０２）に対応する第一および
第二の切断装置（０８；０９）が設けられ、非常停止用信号（Ｎ）に基づく自動切断用に
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第一の切断装置（０９）が設けられ、横裁ち装置（０３）の動作と位相を合わせて行う見
当切断用に第二の切断装置（０８）が設けられていることを特徴とする装置。
【請求項２５】
　請求項１９または２４において、双方の切断装置（０８；０９）の各々に専用の駆動装
置（１２；３４）が配備されていることを特徴とする装置。
【請求項２６】
　請求項１９または２４において、第一の切断装置（０９）は、切断装置の作動時にウェ
ブ経路に進入し得る、ウェブ始端を誘導支援する転向板（１４）および／またはウェブを
切断する刃（１１）を備えていることを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１ないし２６，３４または３５に記載の上位概念に基づく、ウェブの
切断および／または二次加工段への送りを行うための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ドイツ特許第１９５　２５　１６９号は、後続する折り装置に配されてウェブを正規の
製品片に分断する、断裁胴および連携して断裁隙間を形成する折り用ナイフ胴から成る横
裁ち装置の前方のウェブ経路に配置された切断装置を開示している。
【０００３】
　ドイツ出願公開第１０１　５９　９３７号により、フォーマと折り装置との間に配置さ
れた、折り機の停止時にウェブを切断する切断装置を備えたウェブガイドが知られている
。切断装置は圧媒作動式調節手段付きの断裁刃を有している。ウェブガイド路において切
断装置にはニッピング装置が前置されている。
【０００４】
　ドイツ出願公開第４２　１０　１９０号は、切断時に切断されたウェブを正規のウェブ
経路から排除する安全装置付きの切断装置を開示している。
【０００５】
　ドイツ出願公開第１０２　２２　５８６号は、材料ウェブ処理ステーションの前後にお
いてそれぞれ１つの切断装置がウェブ経路に設けられている、材料ウェブ処理装置を開示
している。
【０００６】
　日本特開平０４－１７５１６５号公報により、一方の切断装置は走行中のウェブを切断
し、マシン停止時に、第二の切断装置により第一の切断によって排除されたウェブ片が切
り離される、折り装置に前置された２つの切断装置が開示されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、支障のない運転開始を保障する、ウェブの切断および／または二次加
工段への送りを行うための方法およびそれに適した装置を創作することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題は本発明により、請求項１ないし２６，３４または３５に記載の特徴によって
解決される。
【０００９】
　本発明によって達成される利点は、特に、切断後のウェブの再送りまたは折り装置への
ウェブの初回送りに際して、折りが行われるべきウェブの横幅および／または縦方向長さ
の不一致による支障が回避される点にある。
【００１０】
　非常停止に際する切断によって生じたウェブ始端または設定時の前方始端は基本的に長
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手方向において角度位置に対して任意の位置にあってよい。特に、切断はウェブ上に配置
された印刷画像に対して任意の位置で行われてよい。横裁ち装置と折り装置の他の胴との
角度位置は、たとえば、折り装置の駆動装置を印刷画像を付与する胴の角度位置と電子的
または機械的に同期させかつ／またはウェブ経路に縦方向見当装置を使用することにより
、印刷画像と縦方向見当合わせされていることから、再始動後にも横裁ち装置による切断
は“正しい”箇所、つまり２つの印刷画像の間の所望の箇所で行われる。ただし、切断が
たとえば１つの印刷面内で行われたために、折り装置には最初に短い製品片が送られ、こ
れは長さが不足しているために保持装置によって捕捉されずに、新たな非常停止までに及
ぶ重大な支障を招来することがある。本願明細書に開示した方法によれば、今やウェブは
見当に応じて切断され、この切断後に得られたウェブ始端が初めて折り装置に送られるこ
とになる。追加配備された横裁ち装置によって長手方向における見当に応じた切断が行わ
れることにより、たとえば非常停止の後に切断されたウェブ始端を折り装置に支障なく送
ることが保証される。
【００１１】
　同じく問題なのは、初回引き込み時または特にウェブの切断後に、ウェブが通常のウェ
ブ幅を越える幅を有することがあることである。これはウェブの個々の層が互いに横方向
に相対ずれするかまたは非対称な縦折りにも起因していることがあり、これらはいずれも
たとえば非常停止自体によるかまたは非常停止の原因となる支障に由来していることがあ
る。こうして、この種の拡幅されたウェブ始端が折り装置に送られると、これは同所にお
いて新たな非常停止までに及ぶ重大な支障を招来することがあり、少なくとも欠陥製品片
を生ずることがある。本願明細書に開示した方法によれば、今や、ウェブの幅が所定の“
正常な”ウェブ幅を越えない場合に初めてウェブ始端が折り装置に送られる。ウェブ幅が
合っていないかぎり、ウェブまたは切断されたウェブ部分片は排除される。横方向に関す
るウェブ幅の監視によって、たとえば非常停止の後に切断されたウェブ始端を折り装置に
支障なく送ることが保証される。
【００１２】
　特に有利なのは、上述した２つの対策、見当に応じた切断とウェブ幅の監視、が実現さ
れる実施例である。
【００１３】
　もう一つの問題が、複数のウェブを共に１つの二次加工段たとえば折り装置に送ろうと
する場合に生ずることがある。この種の二次加工段は多くの場合、正しい加工を行なうた
めに、加工さるべきウェブの厚さに合わせることが求められる。折り装置の場合、これは
折り畳み厚さに当てはまる。折り用フラップの開き度がそれらの重なり厚さに設定されて
いる２つのウェブに代えて、１つのウェブしか送られなければ、該ウェブを正しく捕捉す
ることは不可能である。こうして、折り用フラップから離れて落下する材料により、重大
な機能障害が招来されることがある。本発明によれば、こうした問題に対処するため、二
次加工段に２つのウェブが送られて同所で製品片に分断される場合、ウェブのうちの少な
くとも第一のウェブが横裁ち装置の前方のウェブ経路で、第二のウェブの前端と同期して
作動させられる切断装置を通過し、第二のウェブの前端と切断装置によって生じた第一の
ウェブの前端とは二次加工段において同一の１つの製品片内で会合するようにすることが
提案される。
【００１４】
　好ましくは前端の双方は、製品片の境界で会合するかまたは２つの製品片の間の境界か
ら離間して会合する。前者の場合には、前端を含む第一の、ウェブから切断された片は製
品片に定められたものよりも短く、双方のウェブの切り離された片は二次加工されず、後
者の場合には、切り離されたウェブ片はそれぞれ完全な製品片を形成し、支障なく二次加
工されることができる。
【００１５】
　第二のウェブの前端自体は、それに対応する切断装置によって生成されるのが好適であ
る。



(6) JP 4584937 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

【００１６】
　切断装置が、加工されるべきウェブの引き込み時に利用されると共に、その後、非常停
止時にも使用され得るようにするには、該装置は引き込み時に利用された後再び、対応す
るウェブを切断し得る態勢に変位し得ることが必要である。これは、本発明により、ウェ
ブを切断するために連携する切断装置の２つの要素が相互に少なくとも２つの運動自由度
を有し、これらの２つの要素は第二の自由度において、第一の自由度の所定の運動がウェ
ブを切断する閉位置と、第一の自由度の所定の運動がウェブを切断しない開位置との間を
変位し得ることによって達成される。したがって、ウェブの引き込み時にウェブが第一の
自由度の運動によって切断された後、２つの要素は第二の自由度において開位置にもたら
され、この位置で、ウェブと交差することなく、反対方向に向かって第一の自由度の運動
を実施することができる。２つの要素が続いて閉位置に運動することにより、切断装置は
再び切断可能な態勢にもたらされる。
【００１７】
　第一の自由度は好ましくは回旋自由度、特に、双方の要素の連携した逆方向回旋を内容
とする回旋自由度である。これにより、後置された横裁ち装置にも同じ形で使用される要
素を切断装置に使用し、こうして、切断装置と該装置に後置された横裁ち装置を備える二
次加工段とを擁するウェブ加工システムに使用される多様な磨耗部品を減らすことが可能
である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の実施例を図面によって示し、以下に詳細に説明する。
【００１９】
　シート加工および／またはシート二次加工を行う機械たとえばシート状材料用の紙二次
加工、厚紙二次加工、パッケージ製造または二次加工（たとえば型押しまたは印刷）を行
うための機械、特に、一定の反復長ＬＢで反復される加工パターンたとえば印刷画像を１
つまたは複数のシートに付与する巻き取り紙印刷機には二次加工段０１が接続されており
、同所において、反復する加工パターンの付与されたシートないし１つまたは複数のこの
種のシートから成るウェブ０２は切断されて製品片０４とされる。
【００２０】
　二次加工段０１たとえば折り装置０１は少なくとも１つの横裁ち装置０３を有しており
、同所においてウェブ０２は反復する反復長ＬＢに合わせて製品片０４に切断される。横
裁ち装置０３は、場合により、構造的に折り装置０１に前置されていてもよい。反復長Ｌ

Ｂに合わせた切断を行うために、横裁ち装置０３と加工パターンを付与する不図示の集成
装置たとえば印刷ユニットとの動作サイクルが同期させられており、該集成装置から切断
に至るまでのシート（単数または複数）の路程は、場合により、さらに不図示の縦方向見
当装置によって反復長ＬＢの整数倍に調整することができる。この同期化は、共通の１つ
の駆動モータによって集成装置と横裁ち装置０３とが駆動される場合には機械的連結を介
し、あるいは集成装置と横裁ち装置とが好ましくは互いに独立して複数の駆動モータによ
って機械駆動される場合には、いわゆるバーチャルな先車軸を介して電子的に行うことが
できる。この場合、バーチャルな先車軸は図１に概略的に表したマシン制御装置０６の一
部として生ずる。これは製造速度に関する設定規準に基づいて角度位置目標値Φを純合成
的に生成し、同期さるべき集成装置のすべての駆動装置ならびにたとえば横裁ち装置０３
を駆動する駆動装置０７（駆動モータ０７、これは特にその角度位置に関して調節される
）またはたとえば横裁ち装置０３を有する折り装置０１の１つまたは複数の駆動装置０７
に伝達することができる。ただし、先車軸の角度位置目標値Φおよび、それと共にその他
の駆動装置は、同期化のために、先車軸を介して折り装置０１ないし横裁ち装置０３のポ
ジションに従うこともできる。折り装置０１は他方の胴についても駆動装置０７によって
駆動されていてよい。同じく、互いに機械的に独立した複数の駆動装置０７（駆動モータ
０７、これらは特にその角度位置に関して調節される）が折り装置０１の複数の胴を駆動
することも可能である。
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【００２１】
　ウェブ０２の経路には、加工パターンを付与する集成装置と横裁ち装置０３との間に、
たとえば非常停止によってウェブ０２を自動的に切断するための切断装置０９が配置され
ている。この切断装置０９は、当該命令に応じて短い反応時間でウェブ０２を切断し、有
利な発展した構成において、同時にウェブを折り装置０１に向かうウェブ経路から排除す
るために形成されている。このため、基本的に、刃１１がウェブ経路内外に進退運動し得
る任意の切断装置０９が設けられていてよい。
【００２２】
　実施例（図１）において、切断装置０９は刃１１を有し、該刃は軸１６に回旋支持され
て、回旋によってウェブ経路内外に進退運動することができる。軸１６と共に刃１１の回
旋は、圧媒駆動される調節手段１２に軸から偏心してピン連結されたレバー１７を介して
行われる。この場合、調節手段１２は、たとえば圧媒作動弁として形成された制御装置１
５ないし制御素子１５を介して、（典型的には非常停止用の）信号Ｎによって作動させら
れる。この信号Ｎはマシン制御装置からかまたは所要時間を短縮するためにエラー検知セ
ンサから直接に到来する。有利な１つの発展した構成において、切断装置０９はガイド１
３たとえば排除舌片１３を有しており、該舌片は刃１１が作動状態にあればそれと連携し
て正規のウェブ経路を遮断し、ウェブ０２を折り装置０１に向かう経路から排除する。さ
らに、切断装置０９は、刃１１と共に回旋し得る転向板１４を有していてよく、該転向板
は刃１１が作動していない場合には折り装置０１の方向へのウェブ始端の誘導を支援する
。
【００２３】
　マシンの運転中にエラーが生ずる場合、この場合には、折り装置０１へのウェブ０２（
ないしシート）の持続的進入は阻止されなければならなく、たとえばマシンは停止され、
ウェブ０２は切断装置０９によって切断される。これは、図１において、制御素子１５に
作用する信号Ｎによって示されている。この切断（“非常切断”）は自動的に、正規の切
断のために設けられた箇所ないし切断線Ｓを無視して行われる。装置が制動停止するまで
の間、今やウェブ０２は側方に排除される。図１に第一の切断いわゆる非常切断直後の運
転状態によって示したように、切断は通例、２つの反復長ＬＢの間に予定された切断線と
は一致せず、ウェブ０２には次の反復長ＬＢが開始するまでの（ＬＢよりも短い長さの）
残片Ｒが残存している。
【００２４】
　巻き取り紙印刷機として形成された加工機において、１つまたは複数のシートはたとえ
ば先ずフォーマ１８を経て導かれ、その際、ニップロール１９、切断装置０９および折り
装置０１の当初に配置されたさらに別のニップロール２１を通過して折り装置０１で二次
加工されて製品片０４とされる前に、縦方向に二つ折りされたウェブ０２とされる。
【００２５】
　この場合、折り装置０１は送り胴２２として形成された第一の胴２２、たとえば、図示
例において円周方向に均等に分散配置されたそれぞれ５つの保持手段、たとえばくわえ爪
２３と折り用ナイフ２４、を具備したくわえ胴２２を含んでいる。このくわえ胴２２は、
断裁胴２６として形成された、ここでは２枚の刃２７を具備した、胴２６と共に、断裁隙
間２８を形成する横裁ち装置０３を構成しており、同所においてウェブ０２（ないし１層
または複数層のシート状材料）は反復長ＬＢを有する個々の製品片０４（片０４と略称す
る）、たとえば、それぞれ１つの印刷面に相当する長さを有した印刷物０４、に断裁され
る。反復長ＬＢは、たとえば再度の加工たとえば再度の横折りが行われる場合には、１つ
の印刷面の長さより大きくてもよい。保持手段２３は穴あけ針を有する穴あけストリップ
２３として形成され、送り胴２２は穴あけ胴２２として形成されていてもよい。
【００２６】
　断裁隙間２８を通過した後、ウェブ０２のそれぞれの前端は保持手段２３によって収容
される（はり込みまたは特に挟掴される）。単に概略的に示した１つの発展した構成にお
いて、くわえ爪２３として形成された保持手段２３は、先行する製品片０４の後端を持ち
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上げてウェブ０２の前端を収容し得るように外周面から半径方向に運動可能であってよい
。これによって、製品片０４は互いに間をあけることなく送り胴２２の外周に収容され、
したがって、送り胴２２はリードなしにウェブ速度で稼働させることができる。
【００２７】
　送り胴２２はさらに別の胴３１たとえば折り畳み胴３１と共に折り隙間２９を形成する
。折り隙間２９の通過中に、折り用ナイフ２４は送り胴２２から突き出て、製品片０４を
中心線に沿って折り畳み胴３１の折り畳み口（不図示である）に差し込む。こうして横折
りされた製品片０４はさらに折り畳み胴３１に沿って一定の箇所まで送られ、同所でたと
えばコンベア送り用のバケットホイール（不図示である）かまたは第二の縦折り装置に引
渡される。
【００２８】
　図１から看取されるように、たとえば折り装置０１の詰まり等のエラーによる非常停止
に際し、切断装置０９による自動切断が行われる結果、通例上述した残片Ｒはウェブ０２
の前端を形成する。排除されたウェブ片の長さが過大なためにウェブが再び折り装置に送
られる前に切断装置０９による２度目の切断が行われる場合でも、通例、次の正規の切断
ないし正規の切断線に至るまでの残片Ｒが残存している。ところで残片Ｒを有するウェブ
０２が折り装置０１に送られれば、横裁ち装置０３で、反復長ＬＢによる同期化により、
第一の正規な断裁として残片Ｒの断裁が行われるが、ただし、これはその長さが短いこと
により保持手段２３によって収容されることができない。そこでこれに起因する新たな支
障のリスクを回避しようとすれば、残片Ｒはコストのかかる方法で折り装置０１から取り
除かれなければならないであろう。
【００２９】
　これを回避するため、ウェブ０２の経路において、加工パターンを付与するユニットと
横裁ち装置０３との間に、たとえば切断装置０９に加えてさらに見当適応制御される切断
装置０８が配置されている。図示実施例において、ウェブ経路には、見当適応制御される
切断装置０８のほかに、自動切断を実施する上述した切断装置０９が配置されている。た
だし、双方の機能は１つの発展した構成において、切断されたウェブ０２を排出するため
の転轍機能を当該装置が引き受けるかまたはそのための別個の転轍装置が設けられていれ
ば、単一の切断装置０８によって実現されることも可能である。
【００３０】
　ここで、見当に応じた切断とは、切断のために設けられた、連続する２つの反復長ＬＢ

の間の正規の切断線Ｓでウェブ０２（ないしシート）が切断されることとして理解される
。したがって、こうして生成した、正規の切断線Ｓに一致した新たなウェブの前端が断裁
装置０３に進入する際に、この前端は、有効な断裁隙間２８において、ウェブ０２の前進
運動時にそれと同期して運動する刃２７と合致する。
【００３１】
　見当に適応した切断装置０８は、作動信号に応じてウェブ０２（ないしシート）を横裁
ちする、つまり、刃３２がウェブ経路に進入もしくはウェブ経路から退出する進退運動を
実施し得るように形成された切断装置０８または横裁ち装置０３として任意の形で構成さ
れていてよい。この装置は好ましくは、切断が反応時間（ないし通過中のウェブの箇所）
に関して正確に定義されて計算によって実施可能でありかつ／または大きなほつれの生じ
ない（たとえば５ｍｍ以下）のスムースな切断が達成されるように形成されている必要が
あろう。
【００３２】
　図１に示した実施例において、切断装置０８は、ウェブ０２の長手方向に対して垂直か
つ基本的にウェブ面と平行に走る軸３３に回旋式に支持された刃３２を有している。軸３
３および刃３２の回旋は、たとえば圧媒駆動される調節手段３４たとえばピストンと連接
棒とを備えた油圧シリンダまたは空気圧シリンダに軸３３から偏心してピン連結されたレ
バー３６を経て行われる。有利な１つの発展した構成において、刃３２はたとえば対向刃
３７または断裁用ストリップ３７として形成された支圧手段３７と連携してウェブ０２に
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作用し、両者は連携時に断裁隙間４１を形成する。この対向刃３７は定置配置されている
かまたは有利な実施例においてウェブ０２の反対側に前述したのと同様に回旋し得るよう
にして配置されている。このため、対向刃３７は同じく、軸３３と平行な、駆動連結手段
３９たとえばそれぞれ軸３３，３８に取り付けられた歯車対３９を介して軸３３に同期し
て、ただし逆回転方向に駆動される軸３８に配置されている。調節手段３４の作動時、た
とえばレバー３６と連結された連接棒が送り出される場合には、レバー３６は図１におい
て反時計回りに上方に向かって回旋させられて、それと回転結合された軸３３を刃３２と
共に断裁隙間４１内に向かって回旋させる。対向刃３７は駆動連結手段３９によって刃３
２とは逆方向に運動させられ、両者は軸３３，３８の結合線の領域で互いに連携してウェ
ブ０２を切断する。切断はウェブ０２の厚さに応じ、多少の差はあれ、すでに前記の結合
線に達する前に行われるため、このことは有利な実施例において所期の切断線Ｓにかかわ
る切断装置０８の制御に際して考慮されなければならない。
【００３３】
　刃３２は好適には断裁胴２６の刃２７と構造的に同一であることから、両者に同一の交
換部品を使用することができる。同様に、対向刃３７または断裁ストリップ３７も、刃２
７と連携する送り胴２２の当該部品と同一であるのが好適である。
【００３４】
　切断装置０８の作動は横裁ち装置０３と整相して行われる。爾後の正規切断を行うため
の見当に応じた切断装置０９の作動、すなわち、前進運動中のウェブ０２に対する正しい
瞬間における作動は、（たとえば折り装置０１の）正規の横裁ち装置０３に関するステー
タス情報Ｉとくに位相情報に関する信号（略称：信号Ｉ）を基礎として行われる。回転刃
２７を基礎とした横裁ち装置０３の場合、この位相情報Ｉはウェブ０２と同期して駆動さ
れる断裁胴２６の角度情報を表している。図１に示したように、この位相情報Ｉは有利に
は直接に断裁胴２６で、当該検出システム４２たとえば、断裁胴２６に回転結合されたイ
ニシエータと連携するセンサによって得ることができる。この場合、このイニシエータは
切断装置０８による見当に応じた切断と、たとえば固定的な、正確にセレクトされた角度
関係にあることから、イニシエータがセンサを通過する際のパルスに基づいて切断装置０
８による切断が行われる。
【００３５】
　不図示の実施例において、位相情報Ｉは、シートないしウェブ０２と同期かつ整相して
駆動されるその他の任意の部品によって得ることが可能である。ただしこれは、切断装置
の上流または下流にあって、横裁ち装置０３および切断装置０８までのそのウェブ経路に
必要に応じて路程を変化させる縦方向見当装置が配置されていない部品に当てはまるにす
ぎない。もしも該見当装置が配置されていれば、長さの変化をオフセットとして考慮する
補正が導入されなければならないであろう。
【００３６】
　鎖線で表した実施例において、マシン制御装置０６の先車軸からも、その位相位置が折
り装置０１とくに横裁ち装置０３の位相位置と所定の方法で相関していることから、位相
情報Ｉを導出することが可能である。
【００３７】
　イニシエータ通過時の特異パルスとしての位相情報Ｉの信号は、角度情報Ｉとして制御
装置４３で処理されて、切断装置０８による見当に応じた切断を引き起こす。すでに整相
されている特異パルスの場合には、制御装置４３は簡単な制御素子４３たとえば圧媒作動
弁として形成されていてよい。位相情報Ｉが単に瞬時角度位置に関する情報を表している
にすぎない場合には、制御装置４３は、所定の目標位置を決定するための手段（たとえば
入力手段）と得られた位相情報をこの点に関して評価するための手段とを有している。
【００３８】
　図２（ａ）～（ｃ）は、図１にすでに示した、非常停止に基づく切断装置０９による自
動切断直後の時点から出発した、見当に応じた切断プロセスを図示したものである。以下
では構造上の詳細を再度説明することは行わず、また図２には再度符号を付することも行
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われていない。
【００３９】
　切断装置０９によるウェブ０２の自動切断が行なわれた後、残片Ｒと符号Ｓ１～Ｓ４で
表された切断線Ｓとを有するウェブ０２は、先ず、正規のウェブ経路から排除される。ウ
ェブ片０２’は、マシンの停止後、折り装置０１から取り除かれるか、場合により監視さ
れて該装置を通過させられる。
【００４０】
　自動切断後の運転の新規開始または再開のために、ウェブ０２は、先ずウェブ０２が下
流側に、次の切断線Ｓ（ここではＳ４）またはそれに続く切断線Ｓ（Ｓ５等々）が断裁隙
間４１に位置するまで送られることにより（図２ｂ）、折り装置０１に向かって見当に応
じて送られる。切断装置０８ないしその制御装置４３はこれに関する情報を、横裁ち装置
の位相情報Ｉを表す信号によって受け取る。切断装置０８の作動ないし調節手段３４の活
性化は今や、後続の横裁ち装置０３と整相されて、予定切断線Ｓ（ここでは図２（ｂ）の
Ｓ４）で行われる。残片Ｒを有するウェブの前端がガイド１３によって本来の経路をとる
ことを妨げられると直ちに、刃１１は逆回旋して正規のウェブ経路を再び開放する（図２
（ａ）（ｂ））。このための命令はたとえば制御装置４３から制御素子１５に送られる（
図１に鎖線にて図示）。
【００４１】
　見当に応じた第二の切断後に切り離されたウェブ片０２”はマシンから除去可能である
。ウェブ０２の、切断線Ｓ（ここではＳ４）に合致した前端は正規のウェブ経路に沿って
切断装置０９を通り抜けないし該切断装置の刃１１の脇を通過し、二次加工段０１つまり
ここでは折り装置０１に向かって導かれる。ウェブ０２の前端は正規の切断線と一致して
いるため、横裁ち装置０３によって生成された第一の製品片０４はすでに正しい反復長Ｌ

Ｂを有しており、送り胴２２の保持装置２３によって収容されることができる。
【００４２】
　すでに上述したように、図１に示した実施形態においてそれぞれ切断装置０８ないし０
９によって実施される見当に応じた切断と自動切断との機能は単一の切断装置に一体化す
ることが可能である。これは簡易化とコスト節減の点からして所望されるところであるが
、図１の切断装置０８，０９はいずれもそのままでは、それぞれ異なった機能を一体に実
施するには不適である。つまり、非常切断装置０９は、切断時に生じたウェブ前端を側方
に排除して、後置された折り装置には送らないように構成されている。したがって、非常
切断装置０９によって生成された前端を折り装置に送るには、人手による干渉が必要であ
る。他方、見当に応じた切断を行うための装置０８が使用され、該装置が図２（ｃ）に示
したポジションにある場合には、新たな切断を行うために調節手段は引き戻されるだけで
よいが、その際、切断装置０８の刃３２と断裁ストリップ３７とはウェブ０２の送り方向
とは反対方向に運動することになる。刃３２と断裁ストリップ３７とがウェブの送り方向
に運動する際には刃はウェブに同調させられ、そのためウェブの運動は切断を支援するが
、刃が反対方向に運動する場合には逆の事態が生ずることになる。そもそもこうした方向
の運動でウェブを切断し得るためには、切断装置は刃がウェブと共に運動する場合よりも
遥かに大きな駆動力を必要とし、ウェブを形成する個々のシートはスムースに切断される
というよりも引きちぎられるようになる。図４は非常切断ならびに見当に応じた切断のい
ずれにも使用することのできる切断装置０８を透視図によって示したものであり、図５（
ａ）～（ｄ）はこの切断装置０８によって実施可能な切断プロセスのそれぞれの段階を示
したものである。
【００４３】
　図４に示した切断装置０８の原理は先に説明した切断装置０８のそれと同様である。双
方の機能的に等しいまたは同一の部品である断裁ストリップ３７は不図示の側壁にスピン
ドル４７と両端の軸受けホルダ４８とを介して回旋可能に保持されている。断裁刃３２は
スピンドル４９を経て両端の軸受けホルダ５１に回旋可能に保持されている。これらの軸
受けホルダ５１はまた、図中において隠蔽されているねじスピンドルによって保持されて
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おり、該ねじスピンドル自体は軸受け５２，５３の内部でその軸を中心に回動可能である
。軸受け５２，５３は不図示の側壁に固定されている。ねじスピンドルはそれぞれ軸受け
５２を越えて突き出た端部に歯車５４を担持しており、該歯車はそれに巻き付けられた歯
付きベルト５６によってそれぞれ他方の歯車５４と、一方の側壁にシリンダが固定された
線形制御素子５７の可動ピストンとに連結されている。線形制御素子５７のピストンの運
動によってスピンドル４９は、図示した、閉位置と称される位置と、軸受けホルダ５１が
それぞれ軸受け５２に接触する開位置との間を変位することができる。
【００４４】
　２本のスピンドル４７，４９は互いに噛合する歯車または、図示したように、セクタ歯
車５８を担持している。これらのセクタ歯車５８の歯の長さはねじスピンドル上における
軸受けホルダ５１の運動自由度よりも大きいことから、閉位置ならびに開位置のいずれの
位置においても２個のセクタ歯車５８の歯は互いに噛合している。
【００４５】
　セクタ歯車５８によって連結された２本のスピンドル４７，４９は、ピストンが（図４
では不可視の）レバーを介してスピンドル４７に作用する空気圧シリンダ５９によって回
旋駆動される。
【００４６】
　図４において、空気圧シリンダ５９は押出し状態にあり、刃３２と断裁ストリップ３７
とは２本のスピンドル４７，４９の軸を通って延びる想定面の上方に位置し、刃３２と断
裁ストリップ３７との間の隙間６１を上方から通過するウェブを切断する準備態勢にある
。
【００４７】
　同じ位置は切断プロセスを単純化して表した図５（ａ）に示されており、同図には空気
圧シリンダ５９、スピンドル４７，４９、刃３２、断裁ストリップ３７ならびに、隙間６
１を下流に向かって走行するウェブ０２が見出される。
【００４８】
　ウェブ０２の非常切断または見当に応じた切断を実施するため、空気圧シリンダ５９の
ピストンは急速に引き込まれる。これによって、スピンドル４７は図５（ａ）において反
時計回り方向に回旋させられると共に、セクタ歯車５８を介して連結されたスピンドル４
９は時計回り方向に回旋させられ、刃３２と断裁ストリップ３７とは隙間を通って下流に
向かい、スピンドル４７，４９の軸を通る所定の面内で両者が接触してウェブ０２を切断
する位置を経て、図５（ｂ）に示した位置に達するまで運動する。ウェブが刃３２と断裁
ストリップ３７との間に挟み込まれると直ちに、ウェブ０２の運動は回旋運動と連携して
切断プロセスを支援する。少なくともウェブ０２の切断中、刃３２と断裁ストリップ３７
とは即時に切断さるべきウェブの速度に等しいかまたはそれ以上の軌道速度に達し、切断
装置の前方でウェブの後続部分が渋滞してウェブ走行の問題が発生することが回避される
。
【００４９】
　切断プロセスが見当に応じた切断プロセスであった場合には、上述したように、ウェブ
０２は切断後に停止させられず、隙間６１を通って一様に運動し続ける。したがって、切
断装置０８を新たな切断プロセスに備えさせるために、空気圧シリンダ５９を改めて押し
出して、図５（ｂ）に示した状態から、ウェブ０２を新たに切断することなく、図５（ａ
）に示した状態に直接に戻すことは不可能である。
【００５０】
　それゆえ、切断が功を奏した後、線形制御素子５７が作動させられて、スピンドル４９
は閉位置から、スピンドル４７との間隔が少なくともウェブ０２の厚さ分だけ拡大された
開位置へ変位させられるが、ただしセクタ歯車５８同士の歯の噛合は維持されたままであ
る。図５（ｃ）はこの状態を示したものである。
【００５１】
　空気圧シリンダ５９は図５（ｃ）に示した状態から再び作動させられるため、刃３２と
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断裁ストリップ３７とは双方のスピンドルを通る所定の面を再び通過して、図５（ｄ）に
示した位置を占めることになる。この場合、双方のスピンドルを通る面を通過する際に刃
３２と断裁ストリップ３７との間の間隔は少なくとも通過中のウェブ０２の厚さに等しい
ため、ウェブが切断されることはない。今や再び線形制御素子５７が作動させられて、図
５（ａ）に示した状態が回復される。こうして切断装置０８は今や、図５（ｂ）に示した
状態への新たな運動によって非常切断または見当に応じた新たな切断を実施し得る態勢に
ある。
【００５２】
　ただし、有利な１つの発展した構成において、ウェブ０２の確実な切断および／または
送りを行なうための装置０８は、見当に応じた切断装置の配備とは基本的に独立に、この
種の装置に加えてさらにウェブ幅ｂ０２および／またはウェブ位置を監視するための装置
を有していてよい。
【００５３】
　ウェブ幅ｂ０２を監視するための装置は、ウェブ０２、ないしシート（単数または複数
）、の少なくとも両側の長手縁を走査する１つまたは複数の検出器４４を有している。図
３（ａ）（ｂ）に示したように、ウェブ０２は、断面で見て、折り返しを形成する縁と開
いた縁とを有している。図中には例示的に、それぞれ１つの光源（ＩＲ（赤外線）、ＵＶ
（紫外線）または可視光線）と１つのセンサとを有する２つの検出器が表されている。た
だし検出器４４は、特別な光源なしの反射測光に基づくセンサとしてかまたは磁界ないし
電界の変化を検出するセンサとして形成されていてもよい。図示したように、たとえば、
部分域を走査する２つの検出器が設けられていても、検出さるべき幅全体を走査する１つ
の検出器が設けられていてもよい。縁の局部分解にはそれぞれのセンサが、適切なソフト
ウェアによって縁の位置に関する評価を行うことのできるフォトダイオードアレイとして
形成されているのが有利である。検出器４４（単数または複数）はカメラ、たとえば、そ
の画像が適切な評価ソフトウェアによって縁の位置ないし縁の間隔に関して評価されるＣ
ＣＤカメラとして形成されていてもよい。
【００５４】
　ウェブ幅ｂ０２ないし該ウェブ幅を表す信号は、今や、前記の検出器４４ないし複数の
検出器４４に配された回路／ソフトウェアで求められて、論理ユニット４６（比較器、１
つの反転入力を有する加算素子、算術論理ユニト）で所定の、ただし好ましくは可変的な
最大値Ｍないし該最大値を表す信号と比較される。別のケース、つまり、検出器４４にウ
ェブ幅ｂ０２を評価する回路／ソフトウェアが配されていない場合には、論理ユニット４
６はウェブ幅ｂ０２に関する検出器４４からの信号を評価する適切な手段ならびにウェブ
幅ｂ０２と最大値Ｍを表す信号とを比較するための手段を含んでいてよい。図３（ａ）で
は、最大幅Ｍを下回っているため、ユニットの出力にはたとえば０の出力信号Ａが生じて
いる。図３（ｂ）では一例として、シートが互いに側方にずれ、加えてさらに縦折り位置
にエラーが生じているウェブ０２が表されている。ウェブ幅ｂ０２は、この場合、所定の
最大幅Ｍを超えているため、たとえばユニット４６の出力には１が生じている。
【００５５】
　見当に応じた切断装置０８から独立した、ウェブ０２の確実な送りを行なうための装置
において、たとえば出力信号Ａによって警告信号（視覚信号、音響信号）が発されて、引
き込み速度を上回る速度でのマシンの走行が阻止されかつ／または折り装置０１の駆動が
阻止もしくは引き込み速度に制限される。
【００５６】
　見当に応じた切断装置０８の使用下で、ウェブ０２の確実な切断および／または送りを
行なうための装置に上記の装置が組み込まれている場合には、ユニット４６から得られた
結果は見当に応じた切断装置０８の作動および／または自動切断装置０９の不活化を行な
うための制御装置に送られる。
【００５７】
　たとえば、第一の制御コンセプトにおいて、見当に応じた切断装置０８の作動は、一方
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で、ウェブ０２の位相が横裁ち装置０３の位相と整相（つまり、位相情報Ｉが合致）し、
他方で、最大幅Ｍが越えられていない場合に、初めて可能である。このため、信号Ａは制
御ユニット４３に送られて、同所で論理的に考慮される。
【００５８】
　他方のコンセプトにおいて、論理ユニット４６の信号Ａは制御ユニット４３ではなく制
御ユニット１５に作用することから、正規のウェブ経路は、最大値Ｍが下回られる場合に
初めて、自動切断装置０９によりたとえば刃１１の逆回旋によって開放される。場合によ
り、最大幅Ｍが越えられているにもかかわらず位相情報Ｉに基づいて切断装置０８により
見当に応じて切断されたウェブ片は当該信号Ａによって正規のウェブ経路が再び開放され
るまで排除される。
【００５９】
　場合により、第三の制御コンセプトにおいて、信号Ａは制御ユニット１５ならびに４３
のいずれにも作用して、最大幅Ｍが越えられているかぎり、信号Ｉが合致していても見当
に応じた切断は行われずに正規のウェブ経路は遮断されたままであり、他方、ウェブ幅０
２が合致していればウェブ経路が開放され、かつ、信号Ｉが合致していれば切断装置０９
による見当に応じた切断が実施可能とされるようにすることができる。
【００６０】
　確実な切断および／または送りを行なうための不図示の実施例の装置において、切断装
置０８は、信号Ｎ（非常停止）によって引き起こされる自動切断ならびに見当に応じた切
断のいずれも実施するように形成されている。このため、たとえば信号Ｎは制御装置４３
の入力に供給されて、優先的に切断装置０８が作動させられるかまたは、上述した作動論
理（信号Ｉおよび／またはＡに依拠）はバイパスによって迂回させられて、作動に直結さ
れる。この非常停止作動後の処理は上述したのと同様である。有利には下流側に、切断装
置０９に代えて、信号Ｉおよび／またはＡのステータスに基づき正規のウェブ経路を上述
した切断装置０９のように遮断ないし開放する不図示のウェブ転轍装置が設けられていて
よい。
【００６１】
　上述した制御ユニットおよび／または論理ユニット１５，４３および／または４６は空
間的に互いに切り離されて、分離された部分プロセスを有した構造ユニットとして形成さ
れているかまたは、部分プロセスとしてマシン制御装置０６に組み込まれていてよい。
【００６２】
　図６は概略的な断面図によって、本発明によるウェブ二次加工システムのさらに別な例
として、２つのウェブ０２，０２’の同時二次加工用に設計された折り装置０１’を示し
たものである。ウェブ０２，０２’の経路には、順次、上流に配置された、図中にもはや
表されていない三角板の箇所におけるウェブ０２，０２’の所定の張力を保証する案内ロ
ーラまたはニップロール１９ないし１９’、見当に応じた切断装置０８，０８’、非常停
止切断装置０９，０９’ならびにさらに別のニップロール２１，２１’が配置されている
。ウェブ０２は第二のニップロール２１の下流で、送り胴２２と第一の断裁胴２６、これ
は図１に示した当該断裁胴と同じく送り胴２２と共にそれぞれ２つの製品片の間でウェブ
０２を断裁するための横裁ち装置０３を形成している、との間の断裁隙間６２の高さにお
いて、くわえ胴または穴あけ胴として形成されることができる送り胴２２の表面に達する
。同様にして第二のウェブ０２’を製品片に断裁する第二の横裁ち装置０３’の一部を形
成する第二の断裁胴２６’は断裁胴２６に対して正確に１つの製品片長だけずらされて送
り胴２２の外周に配置されている。
【００６３】
　図６に示した装置内へのウェブの引き込みを説明するため、先ず、送り胴２２は穴あけ
胴であると仮定することとする。くわえ胴のケースについては後に考察する。
【００６４】
　図１または図４に示したように構成されることができる切断装置０８において、ウェブ
０２はさしあたり穴あけ胴２２の位相位置に同期して、その長さが好ましくは完全な製品
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片の長さより僅かに小さく、たとえば完全な製品片の長さの約９０％でしかない不完全な
製品片が、切断されるウェブ０２側に残されるようにして切断される。この不完全な製品
片の前端が穴あけ胴２２に当たる場合、該前端はそれが胴２２，２６の間の断裁隙間６２
を通過する直前に穴あけ胴２２から離されるため穴あけ針に接触しない。したがって先行
する不完全な製品片は穴あけされずに断裁隙間６２を通過する。これは、断裁隙間６２を
通過した後、従動ロールまたはベルトによって穴あけ胴２２の表面との間に挟まれている
にすぎない。
【００６５】
　ウェブ０２’の経路に配置された切断装置０８’の動作は、切断によって得られたウェ
ブ０２’の前端が穴あけ胴２２の表面でウェブ０２の前端と合致するようにして、切断装
置０８の動作と同期させられている。これが実施されて、ウェブ０２が穴あけ胴２２の表
面に留められている間に、不完全な製品片に続くウェブ０２の第二の製品片は胴２２，２
６の間の断裁隙間６２に進入する直前に穴あけ針の飛び出しによって穴あけされる。穴あ
け後、断裁胴２６は第二の製品片を第一の不完全な製品片から切り離す。
【００６６】
　ウェブ０２，０２’の第一の２つの製品片は胴２２，２６’の間の断裁隙間６２’を一
緒に通過する。穴あけ胴２２の周速は２ウェブ０２，０２’のシート速度よりも僅かに大
きいことから、断裁胴２６’がウェブ０２’の不完全な第一の製品片をそれに続く第二の
完全な製品片から切り離す時に、ウェブ０２の不完全な製品片はこの第二の断裁隙間６２
’をすでに完全に通過している。この場合にも、完全な第二の製品片は断裁前に穴あけさ
れるため、不完全な２つの製品片は第二の断裁隙間の通過後に連行されることなく落下可
能であり、他方、後続する双方のウェブの完全な製品片は確実に穴あけされており、ここ
で詳細に説明しない従来の方法によって穴あけ胴２２に沿って送られ、折り畳み胴３１に
引渡される際に横折りされて、最終的に折りたたみ胴からバケットホイール６３に渡され
る。
【００６７】
　切断装置０８，０８’はまた、ウェブ０２，０２’の一方またはいずれもがそれぞれ正
確に２つの製品片の間の境界で切断されるようにして、穴あけ胴２２と同期させられてい
てもよい。ただし、これは装置の動作方法にとって利点をもたらさないであろう。この場
合、境界で切断されたそれぞれのウェブの前端は穴あけ胴２２において確かにそれぞれ穴
あけ針と接触することになろうが、穴あけ針は前端を突き通すことができずに、該前端を
むしろ半径方向外側に押し退けることとなり、これはそれぞれ断裁隙間６２，６２’の入
口を塞いでしまうことがあろう。
【００６８】
　２つのウェブ０２，０２’の前端は穴あけ胴２２において正確に重なり合っている必要
はなく、第一の２つの製品片の一方のみが穴あけ針に捕捉されて折り畳み胴３１に送られ
ることがないようにするため、両者は１個同一の製品片内または領域内で穴あけ胴２２に
会合すれば十分である。
【００６９】
　送り胴２２がくわえ胴として形成されている場合には、その動作方法は切断装置０８，
０８’がそれぞれウェブ０２，０２’に不完全な第一の製品片を生成するかぎりで穴あけ
胴の動作方法とは異なっていない。不完全な製品片はくわえ爪によって捕捉されず、した
がって、第二の断裁隙間６２’を通過すると直ちに床に落下することができる。切断装置
０８，０８’において２つの製品片の間の正確な切断が行われる場合にだけ、くわえ胴に
、双方のウェブの第一の製品片がすでに捕捉されて正しく二次加工されることができると
いう利点が生ずる。くわえ胴が使用される場合には、ウェブの一方が２つの製品片の間の
境界で正確に切断され、他方は該境界から離間して切断されることがあってはならない。
というのもそうした場合には、くわえ爪は２つのウェブの第一の製品片の一方のみしか捕
捉せず、これは爾後正しく折られずに支障の原因となり得るからである。
【００７０】
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　２つの切断装置０８，０９を備えた図１～３に示した装置の不図示の１つの発展した構
成において、切断装置０８は、第一の運動自由度たとえば回旋に加えてさらに、図４，５
に示した実施例の第二の運動自由度を有するように形成されているため、切断装置０８は
閉ポジションと開ポジションとにもたらされることができる。この場合、図４，５に示し
た実施形態について述べた事柄はさらに図１～３に示した実施例にも当てはまる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】ウェブの確実な切断および／または送りを行なうための装置を示す図。
【図２】（ａ）～（ｃ）は見当に応じた切断における異なった３つの位相を示す図。
【図３】（ａ）（ｂ）は異なった２つの結果を生ずるウェブ幅の監視を示す図。
【図４】図１に示した切断装置０８の好ましい一実施形態を示す図。
【図５】（ａ）～（ｄ）は図４に示した切断装置の動作方法を示す図。
【図６】送られた２つのウェブの同時二次加工を行うためのウェブ二次加工システムを示
す図。
【符号の説明】
【００７２】
　０１　　二次加工段、折り装置
　０２　　ウェブ
　０３　　横裁ち装置
　０４　　製品片
　０５　　－
　０６　　マシン制御装置
　０７　　駆動装置、駆動モータ
　０８　　見当に応じた切断を行う切断装置、横裁ち装置
　０９　　自動切断を行う切断装置、横裁ち装置
　１０　　－
　１１　　刃
　１２　　調節手段
　１３　　ガイド、排除舌片
　１４　　転向板
　１５　　制御装置、制御素子
　１６　　軸
　１７　　レバー
　１８　　フォーマ
　１９　　ニップロール
　２０　　－
　２１　　ニップロール
　２２　　送り胴、胴、くわえ胴、穴あけ胴
　２３　　保持手段、くわえ爪、穴あけストリップ
　２４　　折り用ナイフ
　２５　　－
　２６　　断裁胴、胴
　２７　　刃
　２８　　断裁隙間
　２９　　折り隙間
　３０　　－
　３１　　胴、折り畳み胴
　３２　　刃
　３３　　軸
　３４　　調節手段
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　３５　　－
　３６　　レバー
　３７　　支圧手段、対抗刃、断裁ストリップ
　３８　　軸
　３９　　駆動連結手段、歯車対
　４０　　－
　４１　　断裁隙間
　４２　　検出システム
　４３　　制御装置、制御素子
　４４　　検出器
　４５　　－
　４６　　論理ユニット
　４７　　スピンドル
　４８　　軸受けホルダ
　４９　　スピンドル
　５０　　－
　５１　　軸受けホルダ
　５２　　軸受け
　５３　　軸受け
　５４　　歯車
　５５　　－
　５６　　歯付きベルト
　５７　　線形制御素子
　５８　　セクタ歯車
　５９　　空気圧シリンダ
　６０　　－
　６１　　隙間
　６２　　断裁隙間
　６３　　バケットホイール
　ｂ０２　　ウェブ幅
　Ａ　　信号、出力信号
　Ｉ　　信号、ステータス情報、位相情報、角度情報
　Ｍ　　最大値
　Ｎ　　信号、非常停止
　ＬＢ　　反復長
　Ｓ，Ｓｘ　　正規切断線、ｘ＝１，２，３，４または５
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